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研究成果の概要（和文）：2015年の介護報酬改定で拡充された経口摂取支援や口腔ケアに関する加算の算定状況
と歯科専門職等の関わりとの関連を明らかにするため、N県内の全介護保険施設を対象として経年的な質問紙調
査を行った。
その結果、経口移行・経口維持関係の加算の算定施設は1～4割程度に留まった。口腔衛生管理体制加算の算定施
設は7割弱あったが、歯科衛生士が直接行う口腔衛生管理加算は2割程度であった。改定後17ヵ月後でも、各加算
の算定は拡大していないかった。また、加算算定の有無には、施設による歯科専門職の独自雇用が有意に関連
し、歯科専門職の独自雇用により1施設月平均62,000円程度の増収となることなどが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Long-term Care insurance(LTCI) fees were revised in April 2015, and the 
revision focused on  support of oral ingestion and oral health of residents in LTCI facilities. To 
investigate claim rates and estimated billing amounts for these benefits; cooperation between LTCI 
facilities and oral health professionals(OHPs), questionnaire surveys were carried out to all LTCI 
facilities in a Prefecture in Japan
Benefits for transition from tube feeding to oral ingestion, and maintenance of oral ingestion were 
claimed in about 10% to 40% of facilities. Benefits for “oral health management system” and oral 
health care by dental hygienists were claimed in about 70% and 20%. Employment of OHPs by LTCI 
facilities was were strongly associated with claims for these benefits, and billing amount was about
 62,000 JPY/month higher significantly for facilities that employed OHPs.

研究分野： 社会歯科学
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１．研究開始当初の背景 
2015 年の介護報酬改定では口腔・栄養管

理への取組の充実が重点項目として示され、
歯科専門職を含めた多職種による支援の充
実や、適切な口腔衛生管理の推進が図られた。 
このように、施設入所者の経口摂取や口腔

機能の維持向上に関する施策は年々拡充さ
れてきているが、過去の調査では、経口移行
加算や経口維持加算、口腔衛生管理加算の算
定件数は極めて少ないとされている。また、
介護保険施設等に勤務する歯科医師および
歯科衛生士は、非常勤を含めても全体の 1 割
に満たず、介護現場における歯科専門職と他
の関連職種との連携はいまだ十分とはいえ
ない。 
このため、介護施設入所者の口腔・栄養管

理を歯科専門職との緊密な連携のもと効果
的にに進めていくために、2015 年介護報酬
改定後の口腔・栄養管理関係の各加算の算定
状況とそれらにおける歯科専門職の関わり
等の現状を明らかにするとともに、歯科専門
職が関わることによる社会経済面を含めた
効果について検証していく必要がある。 
 
２．研究の目的 
本研究は、歯科専門職を含めた多職種によ

る支援の充実などが図られた 2015 年の介護
報酬改定後の介護保険施設入所者に対する
経口摂取支援および口腔衛生管理に係る介
護報酬の算定状況および歯科専門職等の参
画状況を把握し、介護報酬算定状況と歯科専
門職の参画・雇用状況等との関連を明らかに
することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)初回調査 
新潟県内の全介護保険施設を対象とした

郵送自記式質問票調査を行った。調査では
2015 年 12 月時点での入所者の状況、施設の
種類、職員の配置および人数、歯科専門職等
との連携状況、介護報酬（栄養マネジメント
加算、経口移行加算、経口維持加算（I・II）、
口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算、
療養食加算）の算定状況および算定にかかわ
る職種について回答を求めた。回答率は
36.5%であった。 
 
(2)追跡調査 
2015 年の初回調査では、督促葉書を送付す

る等、回収に努めたものの、回収率が 36.5％
と当初の想定を下回った。このため、記入者
の負担軽減のため、初回調査内容をベースに
設問内容の見直し・簡略化を図り、再度、N
県内の全介護保険施設を対象として郵送自
記式アンケート調査を実施し、128 施設から
調査票を回収した（回収率 42.1%）。入所者の
状況、介護報酬等の状況は 2016 年 7 月時点
のものとした。 
 
(3)分析方法 

各調査項目の単純集計を行うとともに基
本統計量を算出し、その後各加算の算定の有
無に関連する因子を検討するために、集計結
果を基に多重ロジスティック回帰分析を行
った。 
また、各加算について、施設毎に推計請求

月額を算出し、これに基づいてそれぞれの加
算算定を行っている施設の平均請求月額を
算出した。さらに、歯科専門職を独自に雇用
している施設と、していない施設それぞれに
おける入所者1人当たりの平均加算請求額を
算出し、マン・ホイットニーの U検定を用い
て有意差検定を行うとともに、その平均請求
月額の差を求めた。加えて、平均請求月額と
1 施設当たりの平均入所者数から、施設とし
ての平均合計請求月額の差を算出した。 
 
(4)倫理的配慮 
本研究は新潟大学歯学部倫理委員会の承

認を受けて行った（承認番号：27-R28-1-21）。
また、施設責任者宛の文書によって研究の目
的等について十分な説明を行い、調査票の返
送をもって同意を得たものとした。 
 

４．研究成果 
(1)各加算の算定状況 
2015年 12月時点と2016年 7月時点の各加

算の算定施設割合はそれぞれ、栄養マネジメ
ント加算が 94.6→96.9%、経口維持加算１が
38.7→43.8%、経口維持加算２が 22.5→25.0%、
口腔衛生管理加算が 17.1→21.9%と増加傾向
を示した。一方、経口移行加算および口腔衛
生管理体制加算がそれぞれ 9.0→8.6%、67.6
→64.8%と若干減少傾向を示していた（図 1）。 
 しかしながら、これらの間に統計的に有意
な差は認められず、改定後 1年余を経過した
時点でも、これら加算の算定状況が拡大して
いないことが明らかとなった。 
 

図 1 各加算の算定施設割合 
 
 
(2)各加算算定施設における平均算定者割合 
2015 年 12 月時点での各加算算定施設の総

入所者数に対する算定者の割合は栄養マネ
ジメント加算が 96.8%、口腔衛生管理体制加
算が 99.4%と、ほぼ全員に対して算定されて



いたのに対し、歯科衛生士が直接実施する口
腔衛生管理加算は 71.5％とやや低かった。 
一方、経口移行加算は 8.2%、経口維持加算

Iは 20.4%、経口維持加算Ⅱは 27.5%と、更に
低く、特に経口移行加算は 1割に満たなかっ
た。 
 2017 年 7月時点の調査においても、栄養マ
ネジメント加算が 99.8%、経口移行加算が
1.6%、経口維持加算Ⅰが 20.7%、経口維持加
算Ⅱが20.4%、口腔衛生管理体制加算が99.6%、
口腔衛生管理加算が 81.0%と、口腔衛生管理
加算の算定者率がやや増加、経口維持加算Ⅱ
がやや減少したものの、ほぼ同様の傾向を示
し、統計的に有意な差は認められなかった。 
なお、経口移行加算の平均算定者率が大き

く減少していたが、もともと当該加算算定施
設割合が少なく、2015 年 5月時点の調査では
回答施設に算定者率の極めて高い介護療養
型医療施設が1施設含まれていた影響と考え
られた。 
 
(3)各加算毎の算定 1 施設当たり平均請求月
額 
栄養マネジメント加算は1日当たりの算定

であることに加え、入所者のほとんどに算定
され、その 1施設当たり平均請求月額は約 36
万円と、6つの加算のうち最高額を示した。 
一方、経口摂取に関する加算の算定者率は

何れも 30.0%未満であり、経口移行加算以外
は月単位の算定であることも大きく影響し、
1 施設当たり平均請求月額はいずれも 8 万円
以下に留まった。 
口腔衛生管理体制加算は入所者のほぼ全

員に算定され、口腔衛生管理加算も入所者の
7 割以上に算定されていたが、同様に月単位
の算定であることから、口腔衛生管理体制加
算で約 2.5 万円、口腔衛生管理加算で約 7万
円に留まった。 
 
(4)歯科医療機関・歯科専門職との連携状況 
2015 年の介護報酬改定で、経口維持加算Ⅱ

の算定要件の1つとされた協力歯科医療機関
については何れの調査でも全回答施設の9割
以上の施設が定めていると回答していた。加
算の算定の有無にかかわらず、協力歯科医療
機関との具体的な連携実績を問うたところ、
具体的な連携実績があると回答した施設は
約 6割に留まった。連携実績があるとした施
設のうち、その連携内容（複数回答）として
挙げられたのは入所者の歯科治療が約9割と
最も多く、次いで口腔ケア指導・職員研修が
約 8割、入所者の歯科健診が約 6割であった。
て、その算定要件に歯科専門職が関わってい 
経口摂取関係の加算算定施設における各

加算への歯科専門職の関わりについては、経
口移行加算を算定している施設の約 7割、経
口維持加算 I を算定している施設のうち約 5
割、経口維持加算Ⅱを算定している施設のう
ち約 6割であった。 
 一方、歯科専門職の参画を要件とする口腔

衛生管理体制加算を算定している施設のう
ち、歯科医師が単独で参画している施設が約
3 割、歯科医師・歯科衛生士がともに参画し
ている施設が約 6割、歯科衛生士のみが参画
している施設が約 1割であった。これらの歯
科専門職は協力歯科医療機関からの派遣が
最も多く、歯科医師で約 9割、歯科衛生士で
7割を占めた。 
口腔衛生管理加算における専門的口腔ケ

アに従事する歯科衛生士については、算定施
設のうち約 5割が、施設で独自に雇用（常勤
または非常勤）していた。 
 
(5) 各加算算定の有無に関連する因子 
 各加算の算定の有無を目的変数として、多
重ロジスティック回帰分析を行った結果、経
口移行加算、経口維持加算ⅠおよびⅡ、口腔
衛生加算の算定に有意に関連する因子とし
て、施設による歯科専門職独自雇用の有無が
抽出された。なお、経口維持加算Ⅱについて
は、施設による言語聴覚士の雇用の有無も関
連因子として抽出された。また、口腔衛生管
理体制加算については、歯科専門職との連携
の有無が抽出された。 
 
(6)歯科専門職の独自雇用の有無による請求
額 
今回調査対象としたすべての加算を合算

して、入所者 1人当たり平均請求月額を求め
たところ、歯科専門職を独自雇用している施
設としていない施設では、有意に 1人当たり
平均請求月額が高く(p = 0.005)、その差額
は約 770 円であった。これに平均入所者数を
乗ずることにより求めた、歯科専門職の独自
雇用のよる推計増収月額は約 62,000 円と推
計された。 
 しかし、この増収額をもって介護保険施設
での歯科専門職の雇用が進むかというと十
分とは言えず、口腔機能を踏まえたアセスメ
ントによる経口移行加算をはじめとした各
加算の算定者率の向上等への貢献に加え、直
接的な増収効果のみならず、施設サービス費
等の減収防止や肺炎防止による施設職員の
負担軽減など、間接的なものも含めた利益を
明らかにし、広く周知を図っていくなど、歯
科専門職との連携や確保に向けた環境整
備・支援が必要であると考える。 
 
（7）各加算未算定の理由 
各加算が未算定の施設における、経口移行

加算、経口維持加算Ⅰ・Ⅱおよび口腔衛生管
理加算の未算定理由（複数回答）について表
1 に示す。いずれの加算も未算定の理由とし
て「算定に必要な専門職の確保が困難」が最
も多く挙げられたが、口腔衛生管理加算でそ
の頻度が特に高く、専門的口腔ケアを実施す
る歯科衛生士の確保が困難であることが示
唆された。次いで「他の業務で手一杯で取り
組む余裕がない」が選択されており、多忙な
介護現場のなかで、いかに負担感を高めずに



摂食支援や口腔管理を進めていくかという
視点も重要であると考える。 
 

表 1 加算未算定の理由 
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